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１章 はじめに

広島県・市町共同利用電子入札等システムは，入札参加資格審査申請や変
更申請等の資格申請手続と，入札参加希望書や入札書の提出等の入札手続
をインターネットで電子的に行うシステムです。資格申請や入札等の手続
を従来の紙ベース方式から電子的方式に変えることにより，参加者の利便
性向上，透明性の確保，公正な競争の促進を図ります。
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◆資格申請等の電子受付 
入札参加資格審査申請や変更届申請等をインターネット経由で受け付ける
システムです。 
広島県と県内市町の共同利用システムのため，申請項目は統一され一回の
入力で複数の自治体に一括提出することが可能です。 
これにより，受注者が発注者毎に申請を行うための移動や待ち時間などの
負担を軽減できます。

◆電子入札の導入 
入札参加希望書や入札書の提出，落札者決定通知書の受理等の入札に関す
る一連の手続をインターネット上で行います。 
従来の入札では，受注者は入札案件の閲覧や入札等のために発注者の指定
した日時に所定の場所に出向く必要がありましたが，電子入札の導入によ
り，発注者先までの移動時間やコストが縮減され，情報を瞬時に入手する
ことができ，入札参加機会が増加します。 
また，本システムは電子入札コアシステムを採用しており，国や他県とも
画面やＩＣカードなどが共通ですので，効率よく導入することができます。

はじめに
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◆全体の流れ

このマニュアルは，資格申請等の電子受付を行う｢資格審査システム｣について説明しています。 
※マニュアル上の画面は開発中のものであり，実際の画面とは異なる箇所もあります。

システムを使用するには，必ず事前に利用者登録が必要です。 

利用者登録の操作方法ついては，「利用者登録」マニュアルをご確認ください。 

 また，各申請項目の内容については，「電子申請の手引き」を参照して入力を行ってください。

 

はじめに ＞ 全体の流れ
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２章 共通操作

この章では，共通的な操作方法について説明します。

3

共通操作
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６）受付票発行

１ システムの起動
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◆操作の流れ

ポータルサイトから，電子入札等システムの受注者
画面を表示し，資格審査システムを起動します。

ICカードを挿入し，PIN番号を入力，もしくは，

利用者登録番号と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

建設工事の各種申請画面については， 

３章 各種申請(工事編)を参照してください。 

測量・コンサルタントの各種申請画面につ
いては，４章 各種申請(コンサル編)を参照
してください。

１）資格審査システムの起動

３）資格審査システムメニュー

４）工事・コンサルメニュー

２）利用者認証

各種申請画面

共通操作 ＞ システムの起動 ＞ 操作の流れ

各申請内容の入力画面を表示するには，資格審査システムにログインし，資格審査シ
ステムメニュー画面で目的とする申請処理を選択します。

過去一年間の申請書提出履歴を参照し，
受付票再発行を行う受付番号を指定します。

５）受付票再発行・申請履歴表示

受付票を印刷します。
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１）資格審査システムの起動

資格審査システムは，「電子入札等トップページ」
（https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nyusatsu/）から起動します。

②「システムログイン」を
クリックします。

①画面を下にスクロールし
ます。

電子入札等システムをご使用いただくには，事前に準備作業を行っていただくとともに，
利用者規約等の規約を十分に理解し遵守していただく必要があります。
「システムログイン」をクリックしご使用になる前には，必ず事前準備，処理の流れと規約・
様式等にて，必要な準備作業や規約等の内容確認を行ってください

②

 

共通操作 ＞ システムの起動 ＞ 資格審査システムの起動
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③工事、業務を
クリックします。

④ログイン方法を選択します。

・ＩＣカードを使用する場合
→２－１）参照

・ＩＣカードを使用しない場合
→２－２）参照

③

④

共通操作 ＞ システムの起動 ＞ 資格審査システムの起動
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PIN番号入力ダイアログ画面が表示されたら，IC カードを挿入し，利用者認証を行います。

①日時が表示されたことを
確認します。日時が表示
されるまでは操作しないで
ください。

②資格審査システムを
クリックします。

②

①

①認証局発行の
PIN番号（暗証番号）を入力します。

②「OK」をクリックします。

ICカードとは，電子認証局から発行される電子認証書のことで，これによって電子的な本人確認が
実現されます。

またPIN番号とはそのカードに対応する暗証番号のことです。

PIN番号入力について
PIN番号入力欄には，何を入力しても“*”が表示されますので，入力間違いの無いよう，確実
に入力してください。特に次の点に注意しましょう。

・日本語入力モードが有効になっていませんか。
・CapsLockが有効になっていませんか。（大文字小文字を区別します。）
・NumLockが有効になっていませんか。

尚，入力を複数回間違えるとICカードが使用できなくなりますので，十分に注意してください。

①

②

 

２－１）ＩＣカードを使用する場合の利用者認証

共通操作 ＞ システムの起動 ＞ 利用者認証
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①「利用者登録番号」及び
「商号又は名称」を入力します。

②ログインをクリックします。①

②

商号又は名称の入力について 

「商号又は名称」は，全角で入力してください。また，次の点にご注意ください。 
・株式会社の場合 → 全角３文字で （株） と入力。
・有限会社の場合 → 全角３文字で （有） と入力。 

また，「電子入札等システムの利用開始について（通知）」の左上の宛先（商号又は名称）
と同じ文字を入力してください。 

 

２－２）ＩＣカードを使用しない場合の利用者認証

３）資格審査システムメニュー へ

共通操作 ＞ システムの起動 ＞ 利用者認証



資格審査システム

9

資格審査を行うメニューを選択します。

３）資格審査システムメニュー

共通操作 ＞ システムの起動 ＞ 資格審査システムメニュー

４）工事・コンサルメニュー へ

建設工事またはコンサルをクリックした場合

画面左のボタンについて
電子申請メニューボタンをクリックした場合、資格審査システムメニューへ遷移します。
建設工事ボタンをクリックした場合、工事メニューへ遷移します。
コンサルボタンをクリックした場合、コンサルメニューへ遷移します。
受付票再発行ボタンをクリックした場合、受付票再発行・申請履歴表示画面メニューへ遷移します。

５）受付票再発行・申請履歴表示 へ

受付票再発行をクリックした場合
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申請区分を選択します。

メニューの中から申請
内容にあわせてリンク
をクリックします。

リンクの下に説明文が
表示されています。

申請期間中⇔申請期間外，初回ユーザ⇔一般ユーザのいずれであるかにより，使用できるリン
クが表示されます。
詳しくは，（参考）工事・コンサルメニューについてを参照してください。

 

建設工事の各種申請については，３章 各種申請(工事編)を参照してください。
測量・コンサルタントの各種申請については，４章 各種申請(コンサル編)を参照してください。

４）工事・コンサルメニュー

各種申請画面 へ

共通操作 ＞ システムの起動 ＞ 工事・コンサルメニュー
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各種申請画面

各申請画面の有効時間について説明します。

①
①画面の有効時間内に
入力が終わらない場合、

時間延長をクリックします。

各申請画面の有効時間は４０分です。
時間内に入力が終わらない場合，時間延長ボタンをクリックしてください。
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６）受付票発行 へ

「再発行」をクリックすると，送信完了 兼 受付票画面が子画面で起動します。

「戻る」をクリックすると，前画面(資格審査システムメニュー画面)に戻ります。

12

過去一年間の申請書提出履歴を参照し，受付票再発行を行う受付番号を指定します。

５）受付票再発行・申請履歴表示

共通操作 ＞ システムの起動 ＞受付票再発行・申請履歴表示

①再発行したい受付票の
受付番号をクリックします。

②「再発行」
をクリックします。①

②
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受付票を印刷します。

６）受付票発行

共通操作 ＞ システムの起動 ＞受付票発行

②

①

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「閉じる」
をクリックすると，
現在の画面を閉じます。
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２ システムの終了

システムを終了する場合は，画面右上の「×」をクリックします。

①

①「×」をクリックします。

共通操作 ＞ システムの終了
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３ 印刷について

各申請画面で「印刷」をクリックすると，表示されている内容を印刷します。

③

④

③必要に応じて，
部数等を指定し
ます。

④「印刷」を
クリックしま
す。

①「印刷」ボタン
をクリックします。

共通操作 ＞ 印刷について

①

②

②印刷を行う
プリンターを
指定します。
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(参考) 工事・コンサルメニューについて 
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工事・コンサルメニュー画面は，期間や申請者の利用状況により
表示されるリンクが異なります。ここでは，工事・コンサルメ
ニュー画面について説明します。

◆確認内容

１）リンクの表示期間について

３）各リンクの処理内容について(工事) 

４）各リンクの処理内容について(コンサル) 

２）初回ユーザと一般ユーザについて

各リンクの表示期間について説明し
ます。

システムで区別されるユーザの状態
について説明します。

各リンク(工事)の処理内容について説
明します。

各リンク(コンサル)の処理内容につい
て説明します。 

(参考)工事・コンサルメニューについて
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工事・コンサルメニュー画面には，一定期間のみ表示されるリンクと，常時表示されるリンクがあります。

●当初申請の受付・訂正期間中のみ表示

１）リンクの表示期間について

(参考)資格審査システムメニューについて

訂正期間中はリンク
の横に(訂正)と表示
します。
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●追加申請の受付・訂正期間中のみ表示

訂正期間中はリンク
の横に(訂正)と表示
します。

(参考)資格審査システムメニューについて
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●常時表示

訂正とは

資格審査期間終了後に，申請中の内容についての異動等があった場合に行っていただくものです。

但し，申請業種に関する訂正はできません。

また，訂正できる期間はその都度定めることとします。

各申請（訂正）の受付期間のイメージ

変更届と取下げについて

変更届と取下げについては，現在有効な資格についてのみ行うものです。

当初申請
受付

訂正
受付

当初申請：通常2年に1回

追加申請
受付

訂正
受付

追加申請
受付

訂正
受付

追加申請
受付

訂正
受付

追加申請
受付

訂正
受付

追加申請：年に4回程度

常時
変更届・取下げ申請

(参考)資格審査システムメニューについて
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資格審査システムメニュー画面では，申請者が｢初回ユーザ｣か｢一般ユーザ｣かによって，それぞれの画
面が表示されます。

「初回ユーザ」とは

・広島県および県下市町いずれの入札参加資格認定も受けていない業者。

・これまでに広島県および県下市町いずれかの入札参加資格認定を受けているが，資格審査システム

を利用して，当初認定申請または追加認定申請を行ったことがない業者。

変更等届出，取下げ申請（全取下げ，一部業種取下げ，一部申請先取下げ）しか行った事がない

業者も含まれます。

「一般ユーザ」とは

・これまでに広島県および県下市町いずれかの入札参加資格認定を受けている業者で，資格審査

システムを利用して当初認定申請または追加認定申請を行ったことがある業者。

２）初回ユーザと一般ユーザについて

(参考)資格審査システムメニューについて

●初回ユーザの表示画面
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●一般ユーザの表示画面
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「初回ユーザ」の場合
当初または追加認定を申請した後その申請の訂正期間が終了するまでは，初回ユーザの画面を
表示します。訂正期間が終了すると一般ユーザとなり，一般ユーザの画面を表示します。

 

(参考)資格審査システムメニューについて
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●初回ユーザ

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

①
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申請内容に応じてリンクをクリックします。 

３）各リンクの処理内容について（工事）

(参考)資格審査システムメニューについて
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申請期間 訂正期間 申請期間 訂正期間 申請期間 訂正期間 申請期間 訂正期間

①当初認定申請
　新規追加申請

登録 － 登録 －

②業種追加申請 追加 － － －

③申請先追加申請 － 追加 －

④変更等届出

⑤全取下げ申請

⑥一部業種取下げ
　申請

⑦一部申請先取下げ
　申請

常時

会社の基本情報 経営事項審査情報 業種 申請先

登録 修正 登録
経審訂正
期間のみ
修正可

－

－ －

すべて削除

－

すべて削除 すべて削除 すべて削除

一部削除

変更 － －

一部削除－ － －

●一般ユーザ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

(参考)資格審査システムメニューについて
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申請内容に応じてリンクをクリックします。 

４）各リンクの処理内容について（コンサル）

●初回ユーザ

①

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

(参考)資格審査システムメニューについて
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●一般ユーザ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

25

申請期間 訂正期間 申請期間 訂正期間 申請期間 訂正期間 申請期間 訂正期間

①当初認定申請
　新規追加申請

登録 登録 －

②業務追加申請 追加 － －

③申請先追加申請 － 追加 －

④変更等届出

⑤全取下げ申請

⑥一部業務取下げ
　申請

⑦一部申請先
　取下げ申請

－ － 一部削除 －

－ － － 一部削除

変更 －
一部情報のみ修正可

(希望業務情報は不可)
－

すべて削除 すべて削除 すべて削除 すべて削除

登録 修正 登録 修正

常時

一部情報
のみ

修正可

(希望業務

情報は不可)

会社の基本情報 経営状況等 業務 申請先

(参考)資格審査システムメニューについて
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(参考) 市区町村選択ボタン

26

(参考)市区町村選択ボタン

①

①「市区町村選択」
をクリックすると、
市区町村選択画面が起動します。

●市区町村選択画面

●入力画面

③

②

④

②リストから県を選択します。

③「検索」をクリックします。

④設定した県の市区町村を
表示します。

検索結果から，No，コード，
市区町村名称のいずれかを
クリックすると，市区町村選択
画面を閉じて，入力項目に反映
します。

各入力画面の市区町村を入力する際に「市区町村選択ボタン」から入力を行います。
ここでは、市区町村選択ボタンについて説明します。

（途中画面省略）

「クリア」をクリックすると，市区町村選択画面を閉じて，入力項目にブランクを設定します。

「キャンセル」をクリックすると，市区町村選択画面を閉じます。
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(参考) カレンダーボタン
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(参考)カレンダーボタン

①
①カレンダーボタン

をクリックすると、
カレンダーが起動します。

●カレンダー

●入力画面

②

④ ②リストから「年」を選択します。

③リストから「月」を選択します。

④設定した年月の前後１か月分の
カレンダーを表示します。

設定したい日付をクリックすると，
カレンダーを閉じて，入力項目に
反映します。

各入力画面の日付を入力する際に「カレンダーボタン」からも入力ができます。
ここでは、カレンダーボタンについて説明します。

「消去」をクリックすると，カレンダーを閉じて，入力項目にブランクを設定します。

「取消」をクリックすると，カレンダーを閉じます。

③
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(参考) CSV取込
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工事・コンサルの当初認定画面では，業者基本情報と営業所情報
を入力する必要があります。
これらの作業を、CSV作成ツール（Excel）を事前に準備するこ
とでweb画面での入力を短縮することができます。
ここでは，その方法を説明します。

◆確認内容

１） CSV作成ツールについて

３） CSV取込ボタンについて

２） CSV作成ツールの使い方

当初認定 申請入力機能で使用できる、
CSV取込ボタンについて説明します。

CSV作成ツールについて説明します。

CSV作成ツールで取り込み用のファイ

ルを作成する方法について説明しま
す。

(参考)工事・コンサルメニューについて
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取り込み用のCSV作成ツールについて説明します。
ツールは以下の通り、
工事の「業者基本情報」と「営業所情報」、
コンサルの「業者基本情報」と「営業所情報」に分かれています。

１） CSV作成ツールについて

項目名 ツール名

工事 業者基本情報 01_kouji_toushos.xlsm

工事 営業所情報 02_kouji_eigyousyo.xlsm

コンサル 業者基本情報 03_consul_toushos.xlsm

コンサル 営業所情報 04_consul_eigyousyo.xlsm
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①申請情報を入力してください。
項目名が橙色のものは必須入力項目です
ので、必ず入力してください。

③確認ボタン押下時、入力内容に不備があ
ると、左図のようにエラーメッセージが
表示され、該当箇所が赤くなります。
メッセージに従って修正してください。

●申請情報入力

●入力内容確認（NG時）

２－１）業者基本情報CSV作成ツールの使い方

②申請情報入力後、「確認」ボタンをクリ
ックすると、入力内容に不備がないか確
認することができます。

①

（途中画面省略）

②
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⑦エクスプローラーが表示されるので、
形式は変更せずに、任意の場所、ファ
イル名で、CSVファイルを保存してく
ださい。

⑧「はい」をクリックすると、
CSVファイルが保存先に作成されます。

⑧

⑦

⑥

⑤入力内容が問題なければ左図のような
メッセージが表示されます。

●入力内容確認（OK時）

●取込用CSVファイル作成

⑥入力内容がOKの状態で、
「取込用CSVファイル作成」ボタンを
クリックすると、CSVファイルを作成
することができます。

④申請情報入力後、「確認」ボタンをクリ
ックすると、入力内容に不備がないか確
認することができます。④

⑤
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①必要情報を入力してください。
特に、項目名が橙色のものは必須入力項目
ですので、必ず入力してください。

②入力後、営業所が複数ある場合は、
「シートのコピーを作成」ボタンをクリ
ックすると、シートをコピーすることが
できます。

②

●入力画面

２－２）営業所情報CSV作成ツールの使い方

●営業所を複数入力したい場合

③「はい」を選択すると、営業所のシートが
コピーされます。

③

④コピーされたシートは、一番後ろに追加
されます。
コピーされたシートには、コピー元の入力
内容が保持されているため、追加する営業
所の情報を改めて入力してください。

（途中画面省略）

①
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●営業所を削除したい場合

⑤営業所を削除したい場合は、削除したい
営業所のシートを消します。
営業所のタブを右クリックし、削除を選
択して、シートを削除してください。

⑦「確認」ボタンをクリックすると、全シ
ートの入力内容に誤りがないかを確認す
ることができます。
「確認」ボタンはどのシートのものを押
しても構いません。

●「確認」ボタン押下時（NG時）

⑧確認ボタンクリック時、入力内容に誤り
があると、左図のようにエラーメッセー
ジが表示され、該当箇所が赤くなります。
メッセージに従って修正してください。

⑥削除を選択すると、シートが削除されます。

⑤

⑥

⑦
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⑤入力内容に問題がなければ左図のような
メッセージが表示されます。

⑥

●「確認」ボタン押下時（OK時）

④

④「確認」ボタンをクリックすると、全シ
ートの入力内容に誤りがないかを確認す
ることができます。
「確認」ボタンはどのシートのものを押
しても構いません。

●取込用CSVファイル作成

⑥入力内容がOKの状態で、
「取込用CSVファイル作成」ボタンを

クリックすると、CSVファイルを作成
することができます。

⑦エクスプローラーが表示されるので、
形式は変更せず、任意の場所、ファイル
名で、CSVファイルを保存してください。
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建設工事／コンサルの当初認定画面には業者基本情報／営業所情報のCSV取込ボタンがありますが、
基本的に同じ操作で動かすことができます。
ボタンごとに扱うツールは異なります。以下はCSV取込ボタンと使用ツールの一覧です。

①

②

①「業者基本情報CSV取込」ボタンを

クリックすると、エクスプローラー
が表示されます。

②CSV出力ツール（後述）で作成した
ファイルを選択し、「開く」をクリ
ックすると、業者基本情報の内容が

反映されます。

３）CSV取込ボタンについて

●入力画面

画面名 ボタン名 ツール名

工事 当初認定画面 業者基本情報CSV取込 01_kouji_toushos.xlsm

工事 当初認定画面 営業所情報CSV取込 02_kouji_eigyousyo.xlsm

コンサル 当初認定画面 業者基本情報CSV取込 03_consul_toushos.xlsm

コンサル 当初認定画面 営業所情報CSV取込 04_consul_eigyousyo.xlsm

ここでは、例として業者基本情報CSV取込ボタンについて説明します。

●ボタン・ツール一覧
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３章 各種申請（工事編）

各種申請(工事編)

36
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◆操作の流れ

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

４）送信完了

３）入力内容確認

２）当初・申請内容入力

１）工事メニュー

書類添付画面で添付するファイ
ルを準備します。

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

業者基本情報，営業所情報を入力
し，準備しておいた必要書類を添
付します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

ファイル名は半角英数のみ使用可能 

１ 当初認定申請

当初認定申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。 
当初申請期間中に申請先の自治体を選択し，申請内容を入力します。 
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。 
訂正期間の場合の操作は，２．当初認定申請【訂正申請】を参照してください。 

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請 ＞ 操作の流れ

37
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２）当初・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「当初認定（初） 」
をクリックします。

「当初認定（初）」は，初回ユーザで当初認定の申請期間中は画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。
「当初認定」は，一般ユーザで当初認定の申請期間中は画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

 

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

●初回ユーザの場合

●一般ユーザの場合

「当初認定」
をクリックします。
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２）当初・申請内容入力

①提出する自治体にチェックを
付けます。

②申請書情報を入力します。画
面をスクロールして，必要事項
を入力してください。

③０４ 商号又は名称（漢字
等）は（株）などの（ ）も全
角で入力してください。

例：○○建設（株）

０６ 代表者氏名（漢字等）は，
姓と名のあいだは一文字空けて
ください。

④０８ 主たる営業所の所在地
市区町村コード（本店）は市区
町村ボタンから市区町村選択画
面より選択してください。

⑤日付の入力はカレンダーボタ
ンからカレンダーより選択して
ください。

⑥認定を希望する業種に，希望
ありのチェックを付けます。
チェックを付けた業種について，
経営事項審査申請内容を入力し
ます。

（途中画面省略）

① ③

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請 ＞ 当初・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

④

⑤

⑥

「業者基本情報CSV取込」については，２章_共通操作の（参考）CSV取込を参照してください。
「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。

 

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。
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営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請 ＞ 当初・申請内容入力

営業所情報を入力します。

①営業所数を入力し，「確定」
をクリックします。

営業所がない場合は「営業所な
し」をクリックします。

②営業所情報を入力します。

③業者基本情報の３１ 入札参
加資格の審査を希望する業種，
及び経営事項の登録技術者情報
で「希望あり」にチェックをつ
けた業種の中から選択してくだ
さい。

①

③

②

「営業所情報CSV取込」については，２章_共通操作の（参考）CSV取込を参照してください。
 

40
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３）入力内容確認 へ

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

①

②

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請 ＞ 当初・申請内容入力

準備しておいた必要書類を添付します。

①「添付資料追加」をクリック
して，ファイルの選択画面で添
付ファイルを指定します。

指定したファイルは一覧に表示
されます。

②「次へ」をクリックします。

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。 

●添付資料を追加

41
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３）入力内容確認

①

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

①画面をスクロールして，内
容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な場
合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直し
ます。

③「送信」をクリックします。

４）送信完了 へ

② ③

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。
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４）送信完了

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。

 

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請 ＞ 送信完了

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」
をクリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。

①

②

送信完了を確認し，受付票を発行します。

入力内容を確認し，
申請先自治体に
送信が完了した場合は，
当初認定申請 送信完了 兼 受付票
画面が表示されます。
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◆操作の流れ

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

２）当初訂正・申請内容入力 

４）送信完了

３）入力内容確認

１）工事メニュー

書類添付画面で添付するファイ
ルを準備します。

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

既に入力済みの業者基本情報，営
業所情報を訂正し，準備しておい
た必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

ファイル名は半角英数のみ使用可能

２ 当初認定申請【訂正申請】

当初認定申請の訂正を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
訂正期間は，当初申請期間後に一定期間設けられ，特定の情報のみ訂正可能になりま
す。（申請先や希望業種の追加・削除は不可）さらに訂正期間には，経審情報も訂正
可能な経審訂正期間と経審情報は訂正できない当初訂正期間があります。
訂正期間中は，何度でも再訂正を行うことができます。必要箇所にチェックをつけて
訂正してください。

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ 操作の流れ
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２）当初訂正・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞工事メニュー

申請区分を選択します。

「当初認定（初） （訂正）」
をクリックします。

「当初認定（初）（訂正）」は，初回ユーザで当初申請を行った場合のみ
訂正期間中は画面に表示されますが，当初申請を行っていない場合や
訂正期間外は画面に表示されません。
「当初認定（訂正）」は，一般ユーザで当初申請を行った場合のみ
訂正期間中は画面に表示されますが，当初申請を行っていない場合や
訂正期間外は画面に表示されません。

 

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

●初回ユーザの場合

●一般ユーザの場合

「当初認定（訂正）」
をクリックします。
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２）当初訂正・申請内容入力

①

（途中画面省略）

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ 当初訂正・申請内容入力

既に入力済みの業者基本情報を訂正します。

①提出先自治体は訂正できません。

②訂正したい項目に
チェックを付けると，
入力が可能になります。

画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

③「希望あり」にチェック
が付いている業種のみ訂正に
チェックを付けることができ，
チェックを付けると
経営事項審査申請内容の訂正
が可能です。

希望あり欄は訂正できません。

②

③

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」は使用不可です。

「全解除」は使用不可です。 

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

経審受付終了後は，業者基本情報の以下３項目は訂正できません。
・２９ 経営事項審査申請書記載の許可番号
・３０ 提出する経営事項審査申請書の審査基準日
・３１ 入札参加資格の審査を希望する業種，及び経営事項の登録技術者情報
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※営業所数の変更も可能です。 

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞当初訂正・申請内容入力

既に入力済みの営業所情報を訂正します。

訂正がある場合，
営業所情報を修正します。
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一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞当初訂正・申請内容入力

再度，必要書類を添付します。

①「添付資料追加」をクリックして，
ファイルの選択画面で添付ファイル
を指定します。

指定したファイルは一覧に表示されます。
①

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料を追加
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①コメント入力欄に
訂正内容について入力します。

②「次へ」をクリックします。

①

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞当初訂正・申請内容入力

訂正内容を入力します。

３）入力内容確認 へ

②
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①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

３）入力内容確認

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

①

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

４）送信完了 へ

② ③
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４）送信完了

修正後の受付票は，受付番号が変わっています。最新の受付番号の受付票を，
各申請先自治体へ提出してください。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」
をクリックし，再印刷することができます。

 

各種申請(工事編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ 送信完了

入力内容を確認し，
申請先自治体に
送信が完了した場合は，
当初認定申請 送信完了 兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」
をクリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。

送信完了を確認し，受付票を発行します。

①

②
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◆追加認定申請について 

２)業種追加申請

３)申請先追加申請

１)新規追加申請 ｢新規追加申請｣とは，これまでに広島県又は県内の市町 (この
システムの共同利用に参加している市町に限る。以下同じ。)
のいずれにも資格認定を受けていない場合で，このシステムを
利用して初めて行う申請のことを言います。
※初回ユーザのみ，会社の基本情報，経営事項審査情報，業種，
申請先の入力が可能です。

(例)
・広島市(現在，共同利用に参加していません)の資格認定は
受けているが，新たに広島県の資格認定を受けたいとき。

・広島県内の自治体に対して初めて資格認定申請するとき。

｢業種追加申請｣とは，既に入札参加資格の認定受けている広島
県又は県内の市町に対して，新たな業種の追加を申請するもの
です。
会社の基本情報，経営事項審査情報の入力，業種の追加が可能
です。
※初回ユーザか一般ユーザかで，入力項目が異なります。
(例)
・広島県又は県内市町の資格認定を受けて，｢土木｣，｢建築｣の
資格認定を受けているが，新たに｢とび土工｣の資格認定を受
けたいとき。

｢申請先追加申請｣とは，広島県又は県内の市町のいずれかの入
札参加資格の認定を受けている場合で，既に資格認定を受けて
いる業種に限り，新たに他の自治体に対して資格申請するもの
です。
会社の基本情報，経営事項審査情報の入力，申請先の追加が可
能です。
※初回ユーザか一般ユーザかで，入力項目が異なります。
(例)
・現在，広島県の入札参加資格の認定を受けているが，新たに
福山市の資格認定を受けたいとき。(この場合，｢申請先追加
申請｣により，福山市に資格認定の申請ができる業種は，既
に，広島県に資格認定を受けている業種に限られます)

※初回ユーザ，一般ユーザについては，2 章 共通操作 (参考)
工事・コンサルメニューについて 2)初回ユーザと
一般ユーザについてを参照してください。

３ 追加認定申請

追加認定申請には新規追加申請，業種追加申請，申請先追加申請の 3 通りがあり，申
請者が既に県内自治体に対して有する入札参加資格の内容及び追加を希望する入札参
加資格の内容などにより，入力して頂く手続きが異なります。

各種申請(工事編) ＞ 追加認定申請 ＞ 追加認定申請について
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３ – １.１ 新規追加申請

新規追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

◆操作の流れ

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

４）送信完了

３）入力内容確認

２）初回新規追加・申請内容入力 

１）工事メニュー

書類添付画面で添付するファイ
ルを準備します。

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

業者基本情報，営業所情報を入力
し，準備しておいた必要書類を添
付します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

ファイル名は半角英数のみ使用可能 

各種申請(工事編) ＞ 新規追加申請 ＞ 操作の流れ
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２）初回新規追加・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「新規申請（初）」は，初回ユーザで追加認定の申請期間のみ画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

 

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

各種申請(工事編) ＞ 新規追加申請 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「新規申請（初）」
をクリックします。
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２）初回新規追加・申請内容入力

①

②

（途中画面省略）

各種申請(工事編) ＞ 新規追加申請 ＞ 初回新規追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①申請する自治体に
チェックを付けます。

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

②認定を希望する業種に，
希望ありのチェックを付けます。
チェックを付けた業種について，
経営事項審査申請内容を
入力します。

「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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①

各種申請(工事編) ＞ 新規追加申請 ＞初回新規追加・申請内容入力

営業所情報を入力します。

③

①営業所数を入力し，
「確定」をクリックします。

営業所がない場合は「営業所なし」
をクリックします。

②営業所情報を入力します。

③業者基本情報の３１ 入札参加資格
の審査を希望する業種，及び経営事
項の登録技術者情報で「希望あり」
にチェックをつけた業種の中から選
択してください。

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。
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３）入力内容確認 へ

①

②

各種申請(工事編) ＞ 新規追加申請 ＞初回新規追加・申請内容入力

準備しておいた必要書類を添付します。

①「添付資料追加」
をクリックして，
ファイルの選択画面
で添付ファイルを指定します。

指定したファイルは一覧に
表示されます。

②「次へ」をクリックします。

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料を追加

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。
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①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

３）入力内容確認

①

各種申請(工事編) ＞ 新規追加申請 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

② ③

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ
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４）送信完了

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。

 

各種申請(工事編) ＞ 新規追加申請 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

入力内容を確認し，申請先自治体
に送信が完了した場合は，
新規追加申請 送信完了 兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。

①

②
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３ – ２.１ 業種追加申請【初回ユーザ】

業種追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

◆操作の流れ

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

４）送信完了

２）初回業種追加・申請内容入力

３）入力内容確認

１）工事メニュー

書類添付画面で添付するファイ
ルを準備します。

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

業者基本情報，営業所情報を入力
し，準備しておいた必要書類を添
付します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

ファイル名は半角英数のみ使用可能 

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【初回ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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２）初回業種追加・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「業種追加（初）」は，初回ユーザで追加認定の申請期間のみ画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

 

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【初回ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「業種追加（初）」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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２）初回業種追加・申請内容入力

（途中画面省略）

③

①

②

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回業種追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①提出する自治体にチェック
を付けます。(これまでに認定
を受けている自治体のみ)

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

③業種を選択します。

追加には，追加申請する
業種のみチェックを付けます。

希望ありには，これまでに
認定されている業種と
追加する業種の両方に
チェックを付けます。
チェックを付けた業種について，
経営事項審査申請内容
を入力します。

「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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資格審査システム

①

③

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【初回ユーザ】 ＞初回業種追加・申請内容入力

営業所情報を入力します。

①営業所数を入力し，
「確定」をクリックします。

営業所がない場合は
「営業所なし」をクリックします。

②営業所情報を入力します。

③業者基本情報の３１ 入札参加資
格の審査を希望する業種，及び経
営事項の登録技術者情報で「希望
あり」にチェックをつけた業種の
中から選択してください。

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。
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資格審査システム
各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【初回ユーザ】 ＞初回業種追加・申請内容入力

準備しておいた必要書類を添付します。

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

①

①「添付資料追加」を
クリックして，ファイルの
選択画面で添付ファイル
を指定します。

指定したファイルは
一覧に表示されます。

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料を追加
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資格審査システム

①

①コメント入力欄に，
入力例を参考にして，
追加した業種について
入力します。

②「次へ」をクリックします。

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【初回ユーザ】 ＞初回業種追加・申請内容入力

追加した業種を入力します。

３）入力内容確認 へ

②
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資格審査システム

３）入力内容確認

①

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【初回ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

② ③

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ
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資格審査システム

４）送信完了

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【初回ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

入力内容を確認し，申請先自治体
に送信が完了した場合は，
業種追加申請 送信完了 兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
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資格審査システム

３ – ２.２ 業種追加申請【一般ユーザ】

業種追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

◆操作の流れ

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

３）入力内容確認

４）送信完了

２）業種追加・申請内容入力

１）工事メニュー

書類添付画面で添付するファイ
ルを準備します。

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

業者基本情報，営業所情報を入力
し，準備しておいた必要書類を添
付します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

ファイル名は半角英数のみ使用可能 

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【一般ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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資格審査システム

２）業種追加・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「業種追加」は，一般ユーザで追加認定の申請期間のみ画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

 

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【一般ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「業種追加」をクリックします。
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資格審査システム

２）業種追加・申請内容入力

（途中画面省略）

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【一般ユーザ】 ＞ 業種追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

これまでにシステムを使用し
て提出している自治体に送信
されます。

①必要に応じて，
申請事務担当者事項
を入力します。

②障害者雇用の状況以降は，
チェックを付けると入力が可能
になります。

（途中画面省略）
③追加認定を希望する業種に，
追加のチェックを付けます。

チェックした業種について，
経営事項審査申請内容
を入力します。

③

①

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」は使用不可です。

「全解除」は使用不可です。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。
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資格審査システム

①

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【一般ユーザ】 ＞ 業種追加・申請内容入力

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。

既に入力済みの営業所情報に業種を追加します。
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資格審査システム

３）入力内容確認 へ

各種申請(工事編) ＞業種追加申請【一般ユーザ】 ＞ 業種追加・申請内容入力

準備しておいた必要書類を添付します。

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

①

②

①「添付資料追加」をクリックして，
ファイルの選択画面で添付ファイル
を指定します。

指定したファイルは一覧に表示
されます。

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料を追加
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資格審査システム

３）入力内容確認 へ

各種申請(工事編) ＞業種追加申請【一般ユーザ】 ＞ 業種追加・申請内容入力

追加した業種を入力します。

①コメント入力欄に，入力例
を参考にして，追加した業種
について入力します。

②「次へ」をクリックします。

①

②

73



資格審査システム

３）入力内容確認

①

各種申請(工事編) ＞業種追加申請【一般ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

② ③

①画面をスクロールして，内
容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な場
合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直し
ます。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ
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資格審査システム

４）送信完了

各種申請(工事編) ＞ 業種追加申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

入力内容を確認し，申請先自治体
に送信が完了した場合は，
業種追加申請 送信完了 兼 
受付票画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
その場合受付番号が必要となりますので，念のため控えておいてください。
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資格審査システム

３ – ３.１ 申請先追加申請【初回ユーザ】

申請先追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。申請期
間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請内容が
入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

◆操作の流れ

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

４）送信完了

２）初回申請先追加・申請内容入力

３）入力内容確認

１）工事メニュー

書類添付画面で添付するファイ
ルを準備します。

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

業者基本情報，営業所情報を入力
し，準備しておいた必要書類を添
付します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

ファイル名は半角英数のみ使用可能 

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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資格審査システム

２）初回申請先追加・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「申請先追加（初）」は，初回ユーザで追加認定の申請期間のみ画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

 

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「申請先追加（初）」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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資格審査システム

２）初回申請先追加・申請内容入力

（途中画面省略）
③

①

②

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①提出する自治体にチェックを
付けます。 (これまでに認定を
受けている自治体と認定を希望
する自治体の両方) 

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

③これまでに認定を受けている
業種に，希望ありのチェックを
付けます。チェックした業種に
ついて，経営事項審査申請内容
を入力します

「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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資格審査システム

①

③

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力

営業所情報を入力します。

①営業所数を入力し，「確定」
をクリックします。

営業所がない場合は
「営業所なし」をクリックします。

②営業所情報を入力します。

③業者基本情報の３１入札参加資
格の審査を希望する業種，及び経
営事項の登録技術者情報で「希望
あり」にチェックをつけた業種の
中から選択してください。

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。
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資格審査システム
各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力

準備しておいた必要書類を添付します。

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

①

①「添付資料追加」をクリックして，
ファイルの選択画面で添付ファイル
を指定します。

指定したファイルは一覧に
表示されます。

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料を追加
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資格審査システム

①

①コメント入力欄に，入力例を
参考にして，追加した申請先に
ついて入力します。

②「次へ」をクリックします。

②

３）入力内容確認 へ

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力

追加した申請先を入力します。
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資格審査システム

３）入力内容確認

①

各種申請(工事編) ＞申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

② ③

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ
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資格審査システム

４）送信完了

各種申請(工事編) ＞申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

入力内容を確認し，申請先自治体
に送信が完了した場合は，
申請先追加申請 送信完了 兼
受付票発行画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
その場合受付番号が必要となりますので，念のため控えておいて下さい。

 

①

②
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資格審査システム

３）入力内容確認

３ – ３.２ 申請先追加申請【一般ユーザ】

申請先追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

◆操作の流れ

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

４）送信完了

２）申請先追加・申請内容入力

１）工事メニュー

書類添付画面で添付するファイル
を準備します。

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

業者基本情報を入力し，準備して
おいた必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

ファイル名は半角英数のみ使用可能 

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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「申請先追加」は，一般ユーザで追加認定の申請期間のみ画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

２）申請先追加・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

 

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「申請先追加」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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２）申請先追加・申請内容入力

①

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 申請先追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①追加する自治体に
チェックを付けます。

②以下，必要に応じて，
最新の申請事項を入力します。

③障害者雇用の状況以降は，
チェックを付けると入力が可能
になります。

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

（途中画面省略）
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各種申請(工事編) ＞申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 申請先追加・申請内容入力

準備しておいた必要書類を添付します。

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

①

①「添付資料追加」をクリック
して，ファイルの選択画面で
添付ファイルを指定します。

指定したファイルは一覧に
表示されます。

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料を追加
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①

①コメント入力欄に，
新たに追加した申請先
について入力します。

②「次へ」をクリックします。

３）入力内容確認 へ

各種申請(工事編) ＞申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 申請先追加・申請内容入力

追加した申請先を入力します。

②
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３）入力内容確認

①

各種申請(工事編) ＞申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

② ③

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ
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４）送信完了

各種申請(工事編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

入力内容を確認し，申請先自治体
に送信が完了した場合は，
業種追加申請 送信完了 兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
その場合受付番号が必要となりますので，念のため控えておいてください。
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◆操作の流れ

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

４）送信完了

２）変更届・申請内容入力

３）入力内容確認

１）工事メニュー

書類添付画面で添付する
ファイルを準備します。

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，
もしくは，利用者登録番号と商号又
は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択しま
す。

申請区分を選択します。

変更の内容等，営業所情報を入力し，
準備しておいた必要書類を添付しま
す。

入力した内容を確認し，送信します。

送信完了を確認し，受付票を発行し
ます。

ファイル名は半角英数のみ使用可能 

４ 変更等届出

変更等届出を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
認定済みの最新の入札参加資格申請書について，選択した自治体に対し，会社基本情
報の変更を行うことができます。（希望業種の追加・削除，経審情報の変更はできま
せん。）
認定後は，何度でも届出を行うことができますが，認定前の入札参加資格申請書につ
いて変更を行う機能ではありません。認定済みの届出内容が入力済みの状態で表示さ
れますので，必要箇所のみ変更してください。

各種申請(工事編) ＞ 変更等届出 ＞ 操作の流れ
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「変更届（初）」は，初回ユーザで常時画面に表示されます。
「変更届」は，一般ユーザで常時画面に表示されます。

２）変更届・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

 

各種申請(工事編) ＞ 変更等届出 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「変更届（初） 」
をクリックします。

●初回ユーザの場合

●一般ユーザの場合

「変更届」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」は使用不可です。

「全解除」は使用不可です。 

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

２）変更届・申請内容入力

初回ユーザが 1 回目の変更届を申請する場合，初期画面が表示されるので，必須項目を入力します。
また，提出先自治体一覧には入札参加資格の認定を受けている自治体にチェックを入れます。

②

①

（途中画面省略）

各種申請(工事編) ＞ 変更等届出 ＞ 変更届・申請内容入力

変更の内容等を入力します。

①変更したい項目にチェックを
付けると，入力が可能になります。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

②代表者が変更になった場合，
２０を入力します。
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①

各種申請(工事編) ＞ 変更等届出 ＞変更届・申請内容入力

①営業所を追加する場合又は
初回ユーザの場合，営業所数を
入力し，「確定」をクリックします。

営業所がない場合は
「営業所なし」をクリックします。

② 変更したい項目にチェックを
付けると，入力が可能になります。
画面をスクロールして，
営業所情報を入力します。

既に入力済みの営業所情報を変更します。

※営業所数の変更も可能です。 

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。

②
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代表者氏名，本店住所，商号名称が変更となった場合，登記簿謄本の添付が必要です。

登記簿謄本をＰＤＦ形式またはＺＩＰ形式にし，1 ファイルとして用意して下さい。

また，ファイル名は半角で『touhon』(大文字・小文字可)のみ使用可能です。

各種申請(工事編) ＞ 変更等届出 ＞変更届・申請内容入力

準備しておいた必要書類を添付します。なお，添付する資料がない場合又は別途書面で提出する場合は，
そのままコメントに進んでください。 

①

②

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

①「添付資料追加」を
クリックして，ファイルの選択画面
で添付ファイルを指定します。

指定したファイルは一覧に
表示されます。

②「登記簿謄本追加」を
クリックして，ファイルの選択画面
で添付ファイルを指定します。

指定したファイルは一覧に
表示されます。

登記簿謄本書類を添付した場合，
西暦で変更日を入力します。

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
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各種申請(工事編) ＞ 変更等届出 ＞変更届・申請内容入力

①コメント入力欄に変更内容
について入力します。

②「次へ」をクリックします。

変更内容を入力します。

②

①

３）入力内容確認 へ
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３）入力内容確認

①

③

各種申請(工事編) ＞ 変更等届出 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

②

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ
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４）送信完了

各種申請(工事編) ＞ 変更等届出 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

申請先自治体に送信が完了した場合は，
変更等届出 送信完了 兼 受付票画面が
表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」をクリックする
と，
工事メニュー画面に戻ります。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。

 

①

②
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◆操作の流れ

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

４）送信完了

２）初回全取下・申請内容入力

３）入力内容確認

１）工事メニュー

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

全取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

５‐１.１ 全取下申請【初回ユーザ】

全取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
入札参加資格認定を受けている全ての自治体に対して，認定を受けている全ての業種
の取下を申請します。

５ 取下申請

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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２）初回全取下・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「全取下（初） 」は，初回ユーザで常時画面に表示されます。
 

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「全取下（初）」
をクリックします。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「全選択」は使用不可です。

「全解除」は使用不可です。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

３）入力内容確認 へ

２）初回全取下・申請内容入力

①

④

③

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】 ＞初回全取下・申請内容入力

全取下申請を入力します。

①「OK」をクリックします。

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

③コメント入力欄に取下内容に
ついて入力します。
例：認定済の資格の全部を取り
下げます。なお，認定いただい
ている自治体は次のとおりです。
○○市，△△市

④「次へ」をクリックします。

提出先は選択できません。
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３）入力内容確認

４）送信完了 へ

②

①

③

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。
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４）送信完了

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。

 

①

②

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

取下内容の送信が完了した場合は，
全取下げ申請 送信完了 兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」
をクリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。
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◆操作の流れ

２）全取下・申請内容入力

１）工事メニュー

３）入力内容確認

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

全取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

５‐１.２ 全取下申請【一般ユーザ】

全取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入札参加資
格認定を受けている全ての自治体に対して，認定を受けている全ての業種の取下を申
請します。

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞ 操作の流れ

４）送信完了 
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２）全取下・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「全取下」は，一般ユーザで常時画面に表示されます。
 

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「全取下」
をクリックします。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

３）入力内容確認 へ

２）全取下・申請内容入力

③

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞全取下・申請内容入力

全取下申請を入力します。

①「OK」をクリックします。

②必要に応じて，
申請事務担当者事項
を入力します。

③「次へ」
をクリックします。

①
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３）入力内容確認

４）送信完了 へ

②

①

③

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。
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４）送信完了 

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
その場合受付番号が必要となりますので，念のため控えておいて下さい。

 

各種申請(工事編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

取下内容の送信が完了した場合は，
全取下げ申請 送信完了 兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」
をクリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。

①

②
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◆操作の流れ

２）初回一部業種取下・申請内容入力

１）工事メニュー

３）入力内容確認

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

一部業種取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

４）送信完了 

５‐２.１ 一部業種取下申請【初回ユーザ】

一部業種取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入札
参加資格認定を受けている業種の中から，認定取下を行う業種を選択して申請します。

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【初回ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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２）初回一部業種取下・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「業種取下（初） 」は，初回ユーザで常時画面に表示されます。
 

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【初回ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「業種取下（初）」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

110



資格審査システム

３）入力内容確認 へ

２）初回一部業種取下・申請内容入力

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

提出先自治体一覧の「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

提出先自治体一覧の「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

取下げ業種一覧の「全選択」をクリックすると，全ての業種を選択します。

取下げ業種一覧の「全解除」をクリックすると，全ての業種の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

⑤

④

②
①

（途中画面省略）

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【初回ユーザ】 ＞初回一部業種取下・申請内容入力

一部業種取下申請を入力します。

①提出する自治体にチェック
を付けます。

②認定を取下げする業種に，
選択のチェックを付けます。

③申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，必要
事項を入力してください。

④コメント入力欄に取下内容
について入力します。
例：認定済の資格のうち，次
の業種の資格をすべて取り下
げます。
大工工事業，電気工事業

⑤「次へ」を
クリックします。

「取下げ業種一覧」は，全ての業種が表示されています。
認定取下げを行う業種にチェックを付けてください。
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３）入力内容確認

４）送信完了 へ

②

①

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【初回ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な場
合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直し
ます。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

（途中画面省略）

③
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４）送信完了

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
その場合受付番号が必要となりますので，念のため控えておいて下さい。

 

②

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【初回ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

取下内容の送信が完了した場合は，
一部業種取下げ申請 送信完了
 兼 受付票画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして受
付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」をクリッ
クすると，工事メニュー画面
に戻ります。

①
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◆操作の流れ

２）一部業種取下・申請内容入力

１）工事メニュー

３）入力内容確認

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

一部業種取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

４）送信完了 

５‐２.２ 一部業種取下申請【一般ユーザ】

一部業種取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入札
参加資格認定を受けている業種の中から，認定取下を行う業種を選択して申請します。

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【一般ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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２）一部業種取下・申請内容入力 へ

１）工事メニュー

「業種取下」は，一般ユーザで常時画面に表示されます。
 

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【一般ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「業種取下」を
クリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「全選択」をクリックすると，全ての業種を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての業種の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

２）一部業種取下・申請内容入力

３）入力内容確認 へ

④

③

①

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【一般ユーザ】 ＞一部業種取下・申請内容入力

一部業種取下申請を入力します。

①認定を取下げする業種に，
選択のチェックを付けます。

②必要に応じて，申請事務担
当者事項を入力します。

③コメント入力欄に取下げ内
容について入力します。
例：認定済の資格のうち，次
の業種の資格をすべて取り下
げます。
土木，建築，電気，管

④「次へ」をクリックします。

「取下げ業種一覧」は，認定済みの業種を表示します。
認定取下げを行う業種にチェックを付けてください。
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３）入力内容確認

４）送信完了 へ

②

①

③

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【一般ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

①画面をスクロールして，内
容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な場
合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直し
ます。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。
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４）送信完了

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
その場合受付番号が必要となりますので，念のため控えておいて下さい。

 

①

②

各種申請(工事編) ＞ 一部業種取下申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

取下内容の送信が完了した場
合は，一部業種取下げ申請 
送信完了 兼 受付票画面が表
示されます。

①「印刷」をクリックして受
付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」をクリッ
クすると，工事メニュー画面
に戻ります。
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◆操作の流れ

２）初回一部申請先取下・申請内容入力

１）工事メニュー

３）入力内容確認

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

一部申請先取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。

４）送信完了 

５‐３.１ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】

一部申請先取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入
札参加資格認定を受けている自治体の中から，認定取下を行う自治体を選択して申請
します。

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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１）工事メニュー

２）初回一部申請先取下・申請内容入力 へ

「申請先取下（初） 」は，初回ユーザで常時画面に表示されます。
 

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「申請先取下（初）」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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２）初回一部申請先取下・申請内容入力

３）入力内容確認 へ

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

①

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞初回一部申請先取下・申請内容入力

一部申請先取下申請を入力します。

①提出する自治体にチェック
を付けます。

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

③コメント入力欄に取下内容
について入力します。
例：○○市から認定いただい
ている資格をすべて取り下げ
ます。

④「次へ」をクリックします。
④

③
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３）入力内容確認

４）送信完了 へ

②

①

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

①画面をスクロールして，内
容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な場
合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直し
ます。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

③

122



資格審査システム

４）送信完了

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
その場合受付番号が必要となりますので，念のため控えておいて下さい。

 

①

②

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

取下内容の送信が完了した場合は，
一部申請先取下げ申請 送信完了
 兼 受付票画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして受
付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」をクリッ
クすると，工事メニュー画面
に戻ります。
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◆操作の流れ

２）一部申請先取下・申請内容入力

１）工事メニュー

３）入力内容確認

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

資格審査システムを起動します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を
入力，もしくは，利用者登録番号
と商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択し
ます。

申請区分を選択します。

一部申請先取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信しま
す。

送信完了を確認し，受付票を発行
します。４）送信完了 

５‐３.２ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】

一部申請先取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入
札参加資格認定を受けている自治体の中から，認定取下を行う自治体を選択して申請
します。

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ 操作の流れ
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１）工事メニュー

２）一部申請先取下・申請内容入力 へ

「申請先取下」は，一般ユーザで常時画面に表示されます。
 

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ 工事メニュー

申請区分を選択します。

「申請先取下」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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２）一部申請先取下・申請内容入力

３）入力内容確認 へ

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

④

③

①

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞一部申請先取下・申請内容入力

一部申請先取下申請を入力します。

①認定を取下げする申請先に，
チェックを付けます。

②必要に応じて，
申請事務担当者事項を入力します。

③コメント入力欄に取下げ内
容について入力します。
例：○○市・△△市から認定
ただいている資格をすべて取
り下げます。

④「次へ」を
クリックします。

「認定済み自治体」は，認定済みの申請先を表示します。
認定取下げを行う申請先にチェックを付けてください。
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①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(工事メニュー画面)に戻ります。

３）入力内容確認

４）送信完了 へ

②

①

③

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ 入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

127



資格審査システム

４）送信完了

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」を
クリックし，再印刷することができます。
その場合受付番号が必要となりますので，念のため控えておいて下さい。

 

①

②

各種申請(工事編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

取下内容の送信が完了した場合は，
一部申請先取下げ申請 送信完了
 兼 受付票画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」
をクリックすると，
工事メニュー画面に戻ります。
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４章 各種申請（コンサル編）

129

各種申請(コンサル編)
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１ 当初認定申請

130

当初認定申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
当初申請期間中に申請先の自治体を選択し，申請内容を入力します。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。
訂正期間の場合の操作は，２．当初認定申請【訂正申請】を参照してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請＞ 操作の流れ

送信完了を確認し，受付票を発行します。

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）当初・申請内容入力

資格審査システムを起動します。

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

書類添付画面で添付するファイルを準備
します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

業者基本情報，希望業務，経営状況等，
営業所情報を入力し，準備しておいた
必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信します。３）入力内容確認

４）送信完了

ファイル名は半角英数のみ使用可能

2
章

共
通
操
作

参
照
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「当初認定（初）」を
クリックします。

「当初認定（初）」は，初回ユーザで当初認定の申請期間中は画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。
「当初認定」は，一般ユーザで当初認定の申請期間中は画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

 

２）当初・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請 ＞ コンサルメニュー

●初回ユーザの場合

●一般ユーザの場合

「当初認定」を
クリックします。
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２）当初・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①

①提出する自治体に
チェックを付けます。

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

③０４ 商号又は名称（漢字
等）は（株）などの（ ）も

全角で入力してください。
例：○○建設（株）

④０６ 代表者氏名（漢字

等）は、姓と名のあいだを一
文字空けてください。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請 ＞ 当初・申請内容入力

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「希望業務」をクリックすると，希望業務まで移動します。

「経営状況等」をクリックすると，経営状況等まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

②

③

④

「業者基本情報CSV取込」については，２章_共通操作の（参考）CSV取込を参照してください。
「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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希望業務を入力します。

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請 ＞ 当初・申請内容入力

①

（途中画面省略）

２８の０１－０３は，２５の０１（測量業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の０４は，２５の０２（建築士事務所）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の４４は，２５の０６（不動産鑑定業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
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（途中画面省略）
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経営状況等を入力します。

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請 ＞ 当初・申請内容入力

①
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①営業所数を入力し，
「確定」をクリックします。

営業所がない場合は
「営業所なし」を
クリックします。

②営業所情報を入力します。
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営業所情報を入力します。

①

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請 ＞当初・申請内容入力

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。

「営業所情報CSV取込」については，２章_共通操作の（参考）CSV取込を参照してください。 
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①「添付資料追加」
をクリックして，
ファイルの選択画面で
添付ファイルを
指定します。

指定したファイルは
一覧に表示されます。

②「次へ」を
クリックします。

①
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準備しておいた必要書類を添付します。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請 ＞当初・申請内容入力

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料追加

３）入力内容確認 へ

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

②
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

②

③「送信」を
クリックします。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が
必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り
入力し直します。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請 ＞ 入力内容確認

①

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

③
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

②

①

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」
をクリックすると，
コンサルメニュー画面に
戻ります。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請 ＞ 送信完了

入力内容を確認し，
申請先自治体に
送信が完了した場合は，
当初認定申請 送信完了
 兼 受付票画面が表示されます。
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各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】＞ 操作の流れ

２ 当初認定申請【訂正申請】

当初認定申請の訂正を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。 
訂正期間は，当初申請期間後に一定期間設けられ，特定の情報のみ訂正可能になりま
す。（申請先や希望業務の追加・削除は不可） 
訂正期間中は，何度でも再訂正を行うことができます。必要箇所にチェックをつけて
訂正してください。

送信完了を確認し，受付票を発行します。

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）当初訂正・申請内容入力

資格審査システムを起動します。

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

書類添付画面で添付するファイルを準備
します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

業者基本情報，希望業務，経営状況等，
営業所情報を訂正し，準備しておいた
必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信します。３）入力内容確認

４）送信完了

ファイル名は半角英数のみ使用可能

2
章

共
通
操
作

参
照
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２）当初訂正・申請内容入力 へ

「当初認定（初） （訂正）」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

●初回ユーザの場合

●一般ユーザの場合

「当初認定（訂正）」
をクリックします。
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「当初認定（初）（訂正）」は，初回ユーザで当初申請を行った場合のみ
訂正期間中は画面に表示されますが，当初申請を行っていない場合や
訂正期間外は画面に表示されません。
「当初認定（訂正）」は，一般ユーザで当初申請を行った場合のみ
訂正期間中は画面に表示されますが，当初申請を行っていない場合や
訂正期間外は画面に表示されません。

 

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ コンサルメニュー
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２）当初訂正・申請内容入力

既に入力済みの業者基本情報を訂正します。

②

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ 当初訂正・申請内容入力

①提出先自治体は
訂正できません。

②訂正したい項目に
チェックを付けると，
入力が可能になります。

画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

①

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「希望業務」をクリックすると，希望業務まで移動します。

「経営状況等」をクリックすると，経営状況等まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」は使用不可です。

「全解除」は使用不可です。 

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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既に入力済みの希望業務を訂正します。

①

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ 当初訂正・申請内容入力

（途中画面省略）

①２５の訂正にチェックを
付けると，登録業務情報
(２７まで)の入力が可能に
なります。

画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

（途中画面省略）

２８の０１－０３は，２５の０１（測量業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の０４は，２５の０２（建築士事務所）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の４４は，２５の０６（不動産鑑定業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
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既に入力済みの経営状況等を訂正します。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞当初訂正・申請内容入力

（途中画面省略）

①

①訂正したい項目に
チェックを付けると，
入力が可能になります。

画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。
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①訂正したい項目に
チェックを付けると，
入力が可能になります。

訂正がある場合，
営業所情報を修正します。

①
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既に入力済みの営業所情報を訂正します。 

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞当初訂正・申請内容入力

※営業所数の変更も可能です。 

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。
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①「添付資料追加」
をクリックして，
ファイルの選択画面で
添付ファイルを
指定します。

指定したファイルは
一覧に表示されます。

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

145

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞当初訂正・申請内容入力

①

準備しておいた必要書類を添付します。

●添付資料追加

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。
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訂正内容を入力します。

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞当初訂正・申請内容入力

①

②

①コメント入力欄に
訂正内容について入力します。
例：本店所在地：（旧）連携
１－１→（新）連携１－１１

②「次へ」をクリックします。

３）入力内容確認 へ
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①
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３）入力内容確認

訂正した内容を確認し，送信します。

②

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ 入力内容確認

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が
必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り
入力し直します。

③「送信」をクリックします。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ

③
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①

②

修正後の受付票は，受付番号が変わっています。最新の受付番号の受付票を，
各申請先自治体へ提出してください。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」
をクリックすると，
コンサルメニュー画面に
戻ります。
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

 

各種申請(コンサル編) ＞ 当初認定申請【訂正申請】 ＞ 送信完了

入力内容を確認し，
申請先自治体に
送信が完了した場合は，
当初認定申請 送信完了
 兼 受付票画面が表示されます。
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◆追加認定申請について

１）新規追加申請

２）業務追加申請

｢新規追加申請｣とは，これまでに広島県又は県内の市町(このシス
テムの共同利用に参加している市町に限る。以下同じ。)のいずれ
にも資格認定を受けていない場合で，このシステムを利用して初
めて行う申請のことを言います。
※初回ユーザのみ，会社の基本情報，希望業務，経営状況，申請
先の入力が可能です。
(例)

・広島市(現在，共同利用に参加していません)の資格認定は受け
ているが，新たに広島県の資格認定を受けたいとき。
・広島県内の自治体に対して初めて資格認定を申請するとき。

３）申請先追加申請

｢業務追加申請｣とは，既に入札参加資格の認定受けている広島県
又は県内の市町に対して，新たな業務の追加を申請するものです。
会社の基本情報，経営状況の入力，業務の追加が可能です。
※初回ユーザか一般ユーザかで，入力項目が異なります。
(例)

・広島県又は県内市町の資格認定を受けて，｢測量｣の資格認定を
受けているが，新たに｢地質調査｣の資格認定を受けたいとき。
・広島県又は県内市町の資格認定を受けて，｢測量｣分野の｢測量一
般｣部門の資格認定を受けているが，新たに｢航空測量｣部門の資
格認定を受けたいとき。

｢申請先追加申請｣とは，広島県又は県内の市町のいずれかの入札
参加資格の認定を受けている場合で，既に資格認定を受けている
業務に限り，新たに他の自治体に対して資格申請するものです。
会社の基本情報，経営状況の入力，申請先の追加が可能です。
※初回ユーザか一般ユーザかで，入力項目が異なります。
(例)

・現在，広島県の入札参加資格の認定を受けているが，新たに福
山市の資格認定を受けたいとき。(この場合，｢申請先追加申請｣
により，福山市に資格認定の申請ができる業務は，既に，広島
県に資格認定を受けている業務に限られます)

※初回ユーザ，一般ユーザについては，2 章 共通操作 (参考)資格
審査受付システムメニューについて 2)初回ユーザと一般ユーザ
についてを参照してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 追加認定申請 ＞ 追加認定申請について

３ 追加認定申請

追加認定申請には新規追加申請，業務追加申請，申請先追加申請の3 通りがあり，申
請者が既に県内自治体に対して有する入札参加資格の内容及び追加を希望する入札参
加資格の内容などにより，
入力して頂く手続きが異なります。
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各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞ 操作の流れ

３ – １.１ 新規追加申請

新規追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

送信完了を確認し，受付票を発行します。

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）初回新規追加・申請内容入力

資格審査システムを起動します。

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

書類添付画面で添付するファイルを準備
します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

業者基本情報，希望業務，経営状況等，
営業所情報を入力し，準備しておいた
必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信します。３）入力内容確認

４）送信完了

ファイル名は半角英数のみ使用可能

2
章

共
通
操
作

参
照
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「新規申請（初）」を
クリックします。

「新規申請（初）」は，初回ユーザで追加認定の申請期間のみクリックすることができ，
申請期間外は使用できません。

 

各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞ コンサルメニュー

２）初回新規追加・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「希望業務」をクリックすると，希望業務まで移動します。

「経営状況等」をクリックすると，経営状況等まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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２）初回新規追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①

①提出する自治体にチェッ
クを付けます。

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

③０４ 商号又は名称（漢字
等）は（株）などの（ ）も

全角で入力してください。
例：○○建設（株）

④０６ 代表者氏名（漢字

等）は、姓と名のあいだを一
文字空けてください。

各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞ 初回新規追加・申請内容入力

②

③

④

「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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（途中画面省略）
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希望業務情報を入力します。

各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞ 初回新規追加・申請内容入力

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

①

２８の０１－０３は，２５の０１（測量業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の０４は，２５の０２（建築士事務所）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の４４は，２５の０６（不動産鑑定業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
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（途中画面省略）
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経営状況等を入力します。

各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞ 初回新規追加・申請内容入力

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

①



資格審査システム

①営業所数を入力し，
「確定」をクリックします。

営業所がない場合は
「営業所なし」を
クリックします。

②営業所情報を入力します。

①

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。
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営業所情報を入力します。

各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞初回新規追加・申請内容入力
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①「添付資料追加」
をクリックして，
ファイルの選択画面で
添付ファイルを
指定します。

指定したファイルは
一覧に表示されます。

②「次へ」を
クリックします。

①

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料追加

②

156

準備しておいた必要書類を添付します。

各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞初回新規追加・申請内容入力

３）入力内容確認 へ

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。
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② ③

③「送信」を
クリックします。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が
必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り
入力し直します。

①

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞ 入力内容確認
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４）送信完了
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送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

①

②

各種申請(コンサル編) ＞ 新規追加申請 ＞ 送信完了

入力内容を確認し，
申請先自治体に送信が
完了した場合は，
新規追加申請 送信完了
兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，

コンサルメニュー画面に戻り
ます。
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各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】】 ＞ 操作の流れ

３ – ２.１ 業務追加申請【初回ユーザ】

業務追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

送信完了を確認し，受付票を発行します。

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）初回業務追加・申請内容入力

資格審査システムを起動します。

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

書類添付画面で添付するファイルを準備
します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

業者基本情報，希望業務，経営状況等，
営業所情報を入力し，準備しておいた
必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信します。３）入力内容確認

４）送信完了

ファイル名は半角英数のみ使用可能

2
章

共
通
操
作

参
照
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「業務追加（初）」を
クリックします。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞ コンサルメニュー

「業務追加（初）」は，初回ユーザで追加認定の申請期間のみ画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

 

２）初回業務追加・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「希望業務」をクリックすると，希望業務まで移動します。

「経営状況等」をクリックすると，経営状況等まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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２）初回業務追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①提出する自治体に
チェックを付けます。

①

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回業務追加・申請内容入力

②

「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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（途中画面省略）
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希望業務を入力します。

②希望業務(２８～)を
選択します。
今回，追加する業務には
追加と希望ありへ
チェックを入れます。

③現在，登録済みの
業務には希望ありへ
チェックを入れます。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回業務追加・申請内容入力

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

①

（途中画面省略）

２８の０１－０３は，２５の０１（測量業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の０４は，２５の０２（建築士事務所）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の４４は，２５の０６（不動産鑑定業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
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（途中画面省略）

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

①
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経営状況等を入力します。

２９ 希望業務実績高は，直前１期決算から新しい決算内容を入力し，直前４期決算に向かって
古い決算内容を入力します｡

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回業務追加・申請内容入力
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①営業所数を入力し，
「確定」をクリックします。

営業所がない場合は
「営業所なし」を
クリックします。

②営業所情報を入力します。

①

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。
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営業所情報を入力します。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞初回業務追加・申請内容入力
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①「添付資料追加」
をクリックして，
ファイルの選択画面で
添付ファイルを
指定します。

指定したファイルは
一覧に表示されます。

①

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料追加
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準備しておいた必要書類を添付します。

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞初回業務追加・申請内容入力
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①

①コメント入力欄に，
入力例を参考にして，
追加した業務について
入力します。

例：次の業務の資格について、
追加認定のための審査を申請
します。
・道路
なお、当社は初回ユーザであ
り、現在、既に申請先から、
次の業務の資格認定をいただ
いています。
・農業土木

②「次へ」をクリックします。

追加した業務を入力します。

３）入力内容確認 へ

②

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞初回業務追加・申請内容入力
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③

③「送信」を
クリックします。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が
必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り
入力し直します。

①

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞初回業務追加・申請内容入力

②
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４）送信完了
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送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

①

②

入力内容を確認し，
申請先自治体に送信が
完了した場合は，
業務追加申請 送信完了

兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，

コンサルメニュー画面に戻り
ます。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【初回ユーザ】 ＞初回業務追加・申請内容入力
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169

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】＞ 操作の流れ

３ – ２.２ 業務追加申請【一般ユーザ】

業務追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

送信完了を確認し，受付票を発行します。

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）業務追加・申請内容入力

資格審査システムを起動します。

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

書類添付画面で添付するファイルを準備
します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

業者基本情報，希望業務，経営状況等
を入力し，準備しておいた
必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信します。３）入力内容確認

４）送信完了

ファイル名は半角英数のみ使用可能

2
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共
通
操
作

参
照
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「業務追加」を
クリックします。

「業務追加」は，追加認定の申請期間のみクリックすることができ，申請
期間外は使用できません。

 

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】 ＞ コンサルメニュー

２）業務追加・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。



資格審査システム

これまでにシステムを使用し
て提出している自治体に送信
されます。

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「希望業務」をクリックすると，希望業務まで移動します。

「経営状況等」をクリックすると，経営状況等まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」は使用不可です。

「全解除」は使用不可です。 

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

①申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

①

171

業者基本情報を入力します。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】 ＞ 業務追加・申請内容入力

「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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（途中画面省略）

①

172

希望業務を入力します。

②

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】 ＞ 業務追加・申請内容入力

③

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

②追加したい登録業務情報の
変更にチェックを付けると，
入力が可能になります。

③追加したい希望業務情報
(２８～)の追加にチェックを
付けると，選択が可能に
なります。

（途中画面省略）

２８の０１－０３は，２５の０１（測量業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の０４は，２５の０２（建築士事務所）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の４４は，２５の０６（不動産鑑定業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
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173

経営状況等を入力します。

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】 ＞ 業務追加・申請内容入力

①

（途中画面省略）
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①「添付資料追加」
をクリックして，
ファイルの選択画面で
添付ファイルを
指定します。

指定したファイルは
一覧に表示されます。①

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料追加

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

174

準備しておいた必要書類を添付します。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】 ＞ 業務追加・申請内容入力
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175

①

①コメント入力欄に，
入力例を参考にして，
追加した業務について
入力します。

例：次の業務の資格について、
追加認定のための審査を申請
します。
・道路

②「次へ」をクリックします。

追加した業務を入力します。

３）入力内容確認 へ

②

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】 ＞業務追加・申請内容入力
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②

③「送信」を
クリックします。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が
必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り
入力し直します。

①

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

176

３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】 ＞入力内容確認

③
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４）送信完了

177

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

①

②

入力内容を確認し，
申請先自治体に送信が
完了した場合は，
業務追加申請 送信完了

兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，

コンサルメニュー画面に戻り
ます。

各種申請(コンサル編) ＞ 業務追加申請【一般ユーザ】 ＞送信完了
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178

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】＞ 操作の流れ

３ – ３.１ 申請先追加申請【初回ユーザ】

申請先追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

送信完了を確認し，受付票を発行します。

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）初回申請先追加・申請内容入力

資格審査システムを起動します。

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

書類添付画面で添付するファイルを準備
します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

業者基本情報，希望業務，経営状況等，
営業所情報を入力し，準備しておいた
必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信します。３）入力内容確認

４）送信完了

ファイル名は半角英数のみ使用可能

2
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通
操
作

参
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179

１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「申請先追加（初）」を
クリックします。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ コンサルメニュー

「申請先追加（初）」は，初回ユーザで追加認定の申請期間のみ画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

 

２）初回申請先追加・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「希望業務」をクリックすると，希望業務まで移動します。

「経営状況等」をクリックすると，経営状況等まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

②

180

２）初回申請先追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①提出する自治体に
チェックを付けます。

①

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力

「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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（途中画面省略）

181

希望業務を入力します。

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力

①

２８の０１－０３は，２５の０１（測量業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の０４は，２５の０２（建築士事務所）が登録ありの場合のみ入力可能です。
２８の４４は，２５の０６（不動産鑑定業者）が登録ありの場合のみ入力可能です。
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（途中画面省略）

①

182

経営状況等を入力します。

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力
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①営業所数を入力し，
「確定」をクリックします。

営業所がない場合は
「営業所なし」を
クリックします。

②営業所情報を入力します。

①

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。

183

営業所情報を入力します。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力
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①「添付資料追加」
をクリックして，
ファイルの選択画面で
添付ファイルを
指定します。

指定したファイルは
一覧に表示されます。①

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料追加

184

準備しておいた必要書類を添付します。

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力



資格審査システム

185

①

①コメント入力欄に，
入力例を参考にして，
追加した申請先について
入力します。

例：新たに、○○市の入札参
加資格審査を申請します。
なお、当初は初回ユーザであ
り、現在、既に広島県と△△
市から、申請業務についての
資格認定をいただいています。

②「次へ」をクリックします。

追加した申請先を入力します。

３）入力内容確認 へ

②

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先追加・申請内容入力
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②

③「送信」を
クリックします。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が
必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り
入力し直します。

①

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

186

３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 入力内容確認

③
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４）送信完了

187

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

①

②

入力内容を確認し，
申請先自治体に送信が
完了した場合は，
申請先追加申請 送信完了

兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，

コンサルメニュー画面に戻り
ます。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【初回ユーザ】 ＞ 送信完了
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188

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】＞ 操作の流れ

３ – ３.２ 申請先追加申請【一般ユーザ】

申請先追加申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
申請期間中は，何度でも再申請を行うことができます。再申請の場合は，前回の申請
内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してください。

送信完了を確認し，受付票を発行します。

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）申請先追加・申請内容入力

資格審査システムを起動します。

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

書類添付画面で添付するファイルを準備
します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

業者基本情報，経営状況等
を入力し，準備しておいた
必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信します。３）入力内容確認

４）送信完了

ファイル名は半角英数のみ使用可能

2
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「申請先追加」は，一般ユーザで追加認定の申請期間のみ画面に表示されますが，
申請期間外は画面に表示されません。

189

１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「申請先追加」を
クリックします。

 

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ コンサルメニュー

２）申請先追加・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「希望業務」をクリックすると，希望業務まで移動します。

「経営状況等」をクリックすると，経営状況等まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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２）申請先追加・申請内容入力

業者基本情報を入力します。

①追加提出する自治体に
チェックを付けます。①

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 申請先追加・申請内容入力

「市区町村選択」については，２章_共通操作の（参考）市区町村選択ボタンを参照してください。
「カレンダー」については， ２章_共通操作の（参考）カレンダーボタンを参照してください。
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希望業務の確認をします。

①画面をスクロールして，
入力内容を確認してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 申請先追加・申請内容入力

希望業務の入力内容は変更できません。
 

（途中画面省略）
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経営状況等を入力します。

（途中画面省略）

①画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 申請先追加・申請内容入力
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①「添付資料追加」
をクリックして，
ファイルの選択画面で
添付ファイルを
指定します。

指定したファイルは
一覧に表示されます。①

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
 

●添付資料追加

193

準備しておいた必要書類を添付します。

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 申請先追加・申請内容入力
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①

①コメント入力欄に，
入力例を参考にして，
追加した申請先について
入力します。

例：新たに、入札参加資格審
査を申請します。
（必要に応じて）なお、最新
の経営事項審査の結果等につ
いては、別途送付します。

②「次へ」をクリックします。

追加した申請先を入力します。

３）入力内容確認 へ

②

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 申請先追加・申請内容入力
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②

③「送信」を
クリックします。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が
必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り
入力し直します。

①

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 入力内容確認

③
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４）送信完了
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送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

①

②

入力内容を確認し，
申請先自治体に送信が
完了した場合は，
申請先追加申請 送信完了

兼 受付票
画面が表示されます。

①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，

コンサルメニュー画面に戻り
ます。

各種申請(コンサル編) ＞ 申請先追加申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了
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各種申請(コンサル編) ＞ 変更等届出 ＞ 操作の流れ

４ 変更等届出

変更届を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。
認定済みの最新の入札参加資格申請書について，選択した自治体に対し，会社基本情
報の変更を行うことができます。（希望業務の追加・削除，経営状況等の変更は不
可）
認定後は，何度でも届出を行うことができますが，認定前の入札参加資格申請書につ
いて変更を行う機能ではありません。
認定済みの申請内容が入力済みの状態で表示されますので，必要箇所のみ変更してく
ださい。

送信完了を確認し，受付票を発行します。

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）変更届・申請内容入力

資格審査システムを起動します。

(事前準備) 添付ファイルの作成

資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

書類添付画面で添付するファイルを準備
します。

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

変更の内容等，営業所情報を入力し，準
備しておいた必要書類を添付します。

入力した内容を確認し，送信します。３）入力内容確認

４）送信完了

ファイル名は半角英数のみ使用可能
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２）変更届・申請内容入力 へ

「変更届（初）」は，初回ユーザで常時画面に表示されます。
「変更届」は，一般ユーザで常時画面に表示されます。

「変更届（初）」
をクリックします。

●初回ユーザの場合

●一般ユーザの場合

「変更届」
をクリックします。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

 

各種申請(コンサル編) ＞ 変更等届出 ＞ コンサルメニュー
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２）変更届・申請内容入力

既に入力済みの業者基本情報を訂正します。

①

初回ユーザが1 回目の変更届を申請する場合，初期画面が表示されるので，必須項目を入力します。

また，提出先自治体一覧には入札参加資格の認定を受けている自治体にチェックを入れます。

各種申請(コンサル編) ＞ 変更等届出 ＞ 変更届・申請内容入力

①変更したい項目にチェックを
付けると，入力が可能になります。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

②０６代表者氏名が変更になった場合，
２０を入力します。

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「業者基本情報」をクリックすると，業者基本情報まで移動します。

「営業所情報」をクリックすると，営業所情報まで移動します。

「書類添付」をクリックすると，書類添付まで移動します。

「ページ末へ」をクリックすると，ページの最後まで移動します。

「全選択」は使用不可です。

「全解除」は使用不可です。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

（途中画面省略）
②
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①営業所を追加する場合又は
初回ユーザの場合，営業所数を
入力し，「確定」をクリックします。

営業所がない場合は
「営業所なし」をクリックします。

② 変更したい項目にチェックを
付けると，入力が可能になります。
画面をスクロールして，
営業所情報を入力します。

200

既に入力済みの営業所情報を変更します。

①

各種申請(コンサル編) ＞ 変更等届出 ＞ 変更届・申請内容入力

②

※営業所数の変更も可能です。 

営業所数が２以上の場合，「前ページへ」をクリックすると，前の営業所情報入力画面に戻り，

「次ページへ」をクリックすると，次の営業所情報入力画面に進みます。
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①「添付資料追加」を
クリックして，ファイルの選択画面
で添付ファイルを指定します。

指定したファイルは一覧に
表示されます。

②「登記簿謄本追加」を
クリックして，ファイルの選択画面
で添付ファイルを指定します。

指定したファイルは一覧に
表示されます。

登記簿謄本書類を添付した場合，
西暦で変更日を入力します。
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準備しておいた必要書類を添付します。なお，添付する資料がない場合又は別途書面で提出する場合は，
そのままコメントに進んでください。

代表者氏名，本店住所，商号名称が変更となった場合，登記簿謄本の添付が必要です。

登記簿謄本をＰＤＦ形式またはＺＩＰ形式にし，1 ファイルとして用意して下さい。

また，添付するファイルのファイル名は半角で「touhon」として下さい。

各種申請(コンサル編) ＞ 変更等届出 ＞ 変更届・申請内容入力

一覧に選択した添付ファイルが追加されると，削除ボタンを表示します。

「削除」をクリックすると，一覧の添付ファイルを削除します。

添付資料の差し替えを行うなど，不要なファイルを削除する場合に使用します。

①

②

添付できる書類のファイルサイズは５MBまでです。
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①コメント入力欄に変更内容
について入力します。
例：次の事項について変更が
ありましたのでお届けします。
（事由発生日：令和〇年 △月 
×日）
・本店所在地：（旧）◇◇市
→（新）□□市

②「次へ」をクリックします。

変更内容を入力します。

②

①

３）入力内容確認 へ

各種申請(コンサル編) ＞ 変更等届出 ＞ 変更届・申請内容入力
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 変更等届出 ＞ 入力内容確認

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

①

③②

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ
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①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
コンサルメニュー画面に戻ります。
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

各種申請(コンサル編) ＞ 変更等届出 ＞ 送信完了

申請先自治体に送信が
完了した場合は，
変更等届出 送信完了 兼 受付票
画面が
表示されます。

①

②
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◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）初回全取下・申請内容入力

資格審査システムを起動します。資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

３）入力内容確認

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

送信完了を確認し，受付票を発行します。４）送信完了

2
章

共
通
操
作

参
照

全取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信します。

５ 取下申請

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】＞ 操作の流れ

５‐１.１ 全取下申請【初回ユーザ】

全取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入札参加資
格認定を受けている全ての自治体に対して，認定を受けている全ての業務の取下を申
請します。



資格審査システム

２）初回全取下・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

206

１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「全取下（初）」を
クリックします。

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】＞ コンサルメニュー

「全取下（初） 」は，初回ユーザで常時画面に表示されます。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「全選択」は使用不可です。

「全解除」は使用不可です。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

３）入力内容確認 へ

207

２）初回全取下・申請内容入力

全取下申請を入力します。

①

①「OK」をクリックします。

④「次へ」をクリックします。

②申請書情報を入力します。

③コメント入力欄に
取下内容について入力します。
例：認定済の資格の全部を
取り下げます。なお，認定
いただいている自治体は
次のとおりです。
○○市，△△市

④

③

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】＞ 初回全取下・申請内容入力
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①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

①

③②

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ

208

３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【初回ユーザ】＞ 入力内容確認
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①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
コンサルメニュー画面に戻ります。
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

申請先自治体に送信が
完了した場合は，
全取下げ申請 送信完了 兼 受付票

画面が表示されます。

①

②

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下げ申請【初回ユーザ】＞ 送信完了
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５‐１.２ 全取下申請【一般ユーザ】

全取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入札参加資
格認定を受けている全ての自治体に対して，認定を受けている全ての業務の取下を申
請します。

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞ 操作の流れ

◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）全取下・申請内容入力

資格審査システムを起動します。資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

３）入力内容確認

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。
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全取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信します。

４）送信完了 送信完了を確認し，受付票を発行します。
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「全取下」を
クリックします。

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞全取下・申請内容入力

２）全取下・申請内容入力 へ

 
「全取下」は，一般ユーザで常時画面に表示されます。

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

③

①「OK」をクリックします。

②必要に応じて，
申請事務担当者事項
を入力します。

③「次へ」
をクリックします。

①

212

２）全取下・申請内容入力

②

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞全取下・申請内容入力

全取下申請を入力します。

３）入力内容確認 へ
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①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

②入力内容の修正が必要な
場合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。

①

③②

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

４）送信完了 へ
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞入力内容確認
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①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
コンサルメニュー画面に戻ります。
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

申請先自治体に送信が
完了した場合は，
全取下げ申請 送信完了 兼 受付票

画面が表示されます。

①

②

各種申請(コンサル編) ＞ 全取下申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了
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◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）初回一部業務取下・申請内容入力

資格審査システムを起動します。資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

３）入力内容確認

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，
もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

送信完了を確認し，受付票を発行します。４）送信完了

2
章

共
通
操
作

参
照

一部業務取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【初回ユーザ】 ＞ 操作の流れ

５‐２.１ 一部業務取下申請【初回ユーザ】

一部業務取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入札
参加資格認定を受けている業務の中から，認定取下を行う業務を選択して申請します。
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「業務取下（初） 」は，初回ユーザで常時画面に表示されます。
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【初回ユーザ】 ＞ コンサルメニュー

２）初回一部業務取下・申請内容入力 へ

 

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

「業務取下（初）」
をクリックします。
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２）初回業務取下・申請内容入力

一部業務取下を行う業務を選択します。

①

⑤

③

①提出する自治体にチェッ
クを付けます。

⑤「次へ」を
クリックします。

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

④コメント入力欄に取下内容に
ついて入力します。

例：認定済の資格のうち，次の
業務の資格をすべて取り下げま
す。
測量一般

③認定を取下げする希望業務に，
選択のチェックを付けます。

④

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【初回ユーザ】 ＞ 初回業務取下・申請内容入力

３）入力内容確認 へ

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

提出先自治体一覧の「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

提出先自治体一覧の「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

取下げ業務一覧の「全選択」をクリックすると，全ての業務を選択します。

取下げ業務一覧の「全解除」をクリックすると，全ての業務の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

「取下げ業務一覧」は，全ての業務が表示されています。
認定取下げを行う業務にチェックを付けてください。

 

（途中画面省略）
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②入力内容の修正が必要な場合は，
「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直します。

③「送信」をクリックします。
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

②

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

（途中画面省略）

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【初回ユーザ】 ＞ 入力内容確認

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

③

①
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①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
コンサルメニュー画面に戻ります。
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

申請先自治体に送信が
完了した場合は，
一部業務取下げ 送信完了

 兼 受付票
画面が表示されます。

①

②

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【初回ユーザ】 ＞ 送信完了
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◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）一部業務取下・申請内容入力

資格審査システムを起動します。資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

３）入力内容確認

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

送信完了を確認し，受付票を発行します。４）送信完了

2
章

共
通
操
作

参
照

一部業務取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【一般ユーザ】 ＞ 操作の流れ

５‐２.２ 一部業務取下申請【一般ユーザ】

一部業務取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入札
参加資格認定を受けている業務の中から，認定取下を行う業務を選択して申請します。
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「業務取下」を
クリックします。

「業務取下」は，一般ユーザで常時画面に表示されます。
 

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【一般ユーザ】 ＞ コンサルメニュー

２）一部業務取下・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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２）一部業務取下・申請内容入力

一部業務取下を行う業務を選択します。

①

③

①認定を取下げする業務に，
チェックを付けます。

②コメント入力欄に取下内
容について入力します。

例：認定済の資格のうち，
次の業務の資格をすべて取
り下げます。

河川・砂防，道路，都市計
画・地方計画

③「次へ」を
クリックします。

②

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【一般ユーザ】 ＞ 一部業務取下・申請内容入力

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「全選択」をクリックすると，全ての業務を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての業務の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

３）入力内容確認 へ

「取下げ業務一覧」は，認定済みの業務を表示します。
認定取下げを行う業務にチェックを付けてください。
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②入力内容の修正が必要な場
合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直し
ます。

③「送信」をクリックします。
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

③

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【一般ユーザ】 ＞ 入力内容確認

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

②

①

（途中画面省略）
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①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
コンサルメニュー画面に戻ります。
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

申請先自治体に送信が
完了した場合は，
一部業務取下げ 送信完了

 兼 受付票
画面が表示されます。

①

②

各種申請(コンサル編) ＞ 一部業務取下申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了
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◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）初回一部申請先取下・申請内容入力

資格審査システムを起動します。資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

３）入力内容確認

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

送信完了を確認し，受付票を発行します。４）送信完了

2
章

共
通
操
作

参
照

一部申請先取下を入力します。

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ 操作の流れ

５‐３.１ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】

一部申請先取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入
札参加資格認定を受けている自治体の中から，認定取下を行う自治体を選択して申請
します。
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「申請先取下（初）」を
クリックします。

「申請先取下（初）」は，初回ユーザで常時画面に表示されます。
 

各種申請(コンサル編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ コンサルメニュー

２）初回一部申請先取下・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。
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２）初回申請先取下・申請内容入力

一部申請先取下申請を入力します。

①

④

③

各種申請(コンサル編) ＞ 
一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ 初回申請先取下・申請内容入力

①提出する自治体にチェック
を付けます。

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

③コメント入力欄に取下内容
について入力します。
例：○○市から認定いただい
ている資格をすべて取り下げ
ます。

④「次へ」をクリックします。

３）入力内容確認 へ

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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②入力内容の修正が必要な場
合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直し
ます。

③「送信」をクリックします。
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

② ③

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ 入力内容確認

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

①
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①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
コンサルメニュー画面に戻ります。
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

申請先自治体に送信が
完了した場合は，
一部申請先取下げ 送信完了

 兼 受付票
画面が表示されます。

①

②

各種申請(コンサル編) ＞ 一部申請先取下申請【初回ユーザ】 ＞ 送信完了
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◆操作の流れ

１）コンサルメニュー

２）一部申請先取下・申請内容入力

資格審査システムを起動します。資格審査システムの起動

利用者認証

資格審査システムメニュー

３）入力内容確認

IC カードを挿入し，PIN 番号を入力，

もしくは，利用者登録番号と
商号又は名称を認証します。

資格審査を行うメニューを選択します。

申請区分を選択します。

送信完了を確認し，受付票を発行します。４）送信完了

2
章

共
通
操
作

参
照

一部申請先取下申請を入力します。

入力した内容を確認し，送信します。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ 操作の流れ

５‐３.２ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】

一部申請先取下申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。入
札参加資格認定を受けている自治体の中から，認定取下げを行う自治体を選択して申
請します。
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１）コンサルメニュー

申請区分を選択します。

「申請先取下」を
クリックします。

「申請先取下」は，一般ユーザで常時画面に表示されます。
 

２）一部申請先取下・申請内容入力 へ

各申請区分のリンクの下に，説明文を表示します。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ コンサルメニュー
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２）一部申請先取下・申請内容入力

一部申請先取下申請を入力します。

①

④

③

各種申請(コンサル編) ＞ 
一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ 一部申請先取下・申請内容入力

①提出する自治体にチェック
を付けます。

②申請書情報を入力します。
画面をスクロールして，
必要事項を入力してください。

③コメント入力欄に取下内容
について入力します。
例：○○市から認定いただい
ている資格をすべて取り下げ
ます。

④「次へ」をクリックします。

３）入力内容確認 へ

「時間延長」をクリックすると，画面を再表示します。

ただし，エラーチェックは行われません。

「全選択」をクリックすると，全ての自治体を選択します。

「全解除」をクリックすると，全ての自治体の選択状態を解除します。

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。
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②入力内容の修正が必要な場
合は，「戻る」をクリックし，
各入力画面に戻り入力し直し
ます。

③「送信」をクリックします。
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３）入力内容確認

入力した内容を確認し，送信します。

①画面をスクロールして，
内容の確認を行います。

各種申請(コンサル編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ 入力内容確認

４）送信完了 へ

「印刷」をクリックすると，現在の入力内容のプレビュー画面が起動します。

「申請とりやめ」をクリックすると，前画面(コンサルメニュー画面)に戻ります。

② ③

①
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①「印刷」をクリックして
受付票を印刷します。

②印刷後，「戻る」を
クリックすると，
コンサルメニュー画面に戻ります。
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４）送信完了

送信完了を確認し，受付票を発行します。

この画面から印刷した受付票は，各申請先自治体への郵送資料の表紙になります。
印刷不良等の場合は，資格審査システムメニュー画面で「受付票再発行」をクリックし，
再印刷することができます。

 

申請先自治体に送信が
完了した場合は，
一部申請先取下げ 送信完了

 兼 受付票
画面が表示されます。

①

②

各種申請(コンサル編) ＞ 一部申請先取下申請【一般ユーザ】 ＞ 送信完了
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５章 利用者登録番号再発行

利用者登録番号再発行



資格審査システム

１ 利用者登録番号再発行申請

利用者登録番号 再発行申請画面より，
代表者メールアドレスを入力し，
「送信」ボタンを選択します。

届いたメールに記載された
再発行キーを入力し， 
「再発行」ボタンを選択します。

利用者登録番号 再発行完了画面から利用
者登録番号を確認します。
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利用者登録番号再発行申請を行う場合は，以下の画面の流れに沿って手続きを行います。 

再発行申請を行うと，メールが代表メールアドレス宛に届きます。 

届いたメールに記載された再発行キーを，利用者登録番号再発行申請画面に入力してください。 

※再発行キーの有効期限は３０分以内です。

１）代表メールアドレスの入力

◆操作の流れ 

電子入札システムのICカード利用者登録

時に入力された「代表窓口情報」の「連

絡先メールアドレス」を確認してくださ

い。

（事前準備）代表メールアドレスの確認

２）再発行キーの入力

３）利用者登録番号再発行完了

利用者登録番号再発行 ＞利用者登録番号再発行申請 ＞ 操作の流れ
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１）代表メールアドレスの入力

①代表メールアドレスを
入力します。

② 「送信」ボタンを
クリックします。

メールの受信ボックスを確
認して、

“利用者登録番号再発行の
更新のお知らせ”メールを
開きます。
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① ②

利用者登録番号 再発行申請画面を開いた状態で、メールの受信ボックスを確認してください。

代表メールアドレスを入力します。

代表メールアドレスについて
代表メールアドレスは完全一致で検索します。
利用者登録時に登録したアドレスを正しく入力してください。

 

利用者登録番号再発行 ＞
利用者登録番号再発行申請 ＞ 代表者メールアドレスの入力
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広島県電子入札システムの利用者登録番号再発行申請を受け付けました。
【商号又は名称】：〇〇建設
【商号又は名称】に記載された企業名が貴社企業名であることをご確認の上，
下記キーを再発行申請画面の再発行キーに入力し，利用者登録番号の再発行処理を行ってください。
※本キーは30分以内に限り有効です。
8pMeT19d

なお，利用者登録番号再発行申請にお心当たりがなく，本メールを受け取られた場合は，
破棄してください。

238

③メールに記載された
【商号又は名称】が
正しいことを確認し，
再発行キーを利用者登録番号 

再発行申請画面に
入力してください。 

例）利用者登録番号再発行の更新のお知らせメール 

２）再発行キーの入力 へ

利用者登録番号再発行 ＞
利用者登録番号再発行申請 ＞ 代表者メールアドレスの入力

③
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２）再発行キーの入力

239

再発行キーについて
再発行キーの有効期限は３０分以内になります。
３回間違えた場合，発行された再発行キーは使用不可となります。

 

①再発行キーを
入力します。

② 「再発行」ボタンを
クリックします。

① ②

３）利用者登録番号再発行完了 へ

再発行キーを入力します。

利用者登録番号再発行 ＞利用者登録番号再発行申請 ＞ 再発行キーの入力
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３）利用者登録番号再発行完了

240

利用者登録番号 再発行完了画面から利用者登録番号を確認します。

表示された内容に変更がある場合について
資格審査受付システムにて変更届の提出が必要です。

 

以上で，再発行申請の手続きは完了となります。 

  ※画面に表示された，利用者登録番号の控えを保存してください。

①利用者登録番号 再発行
完了画面を開き，利用者
登録番号を確認します。

②「印刷」をクリックして
利用者登録番号を印刷します。

③印刷後，「閉じる」
をクリックすると，
利用者登録番号 再発行完了
画面を閉じます。

①

②

利用者登録番号再発行 ＞利用者登録番号再発行申請 ＞利用者登録番号再発行完了
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